
 
有期労働契約の無期転換ルール 

と 
継続雇用の高齢者に対する特例 
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 大阪労働局 雇用環境・均等部 指導課 
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人口ピラミッドの比較 



3 

長期的な我が国の人口推移 
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非正規労働者数の推移等 



平成２４年の改正労働契約法のポイント 

Ⅰ 無期労働契約への転換（平成25年4月1日から施行） 

    有期労働契約が繰り返し更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申込みにより、期 
  間の定めのない労働契約（無期労働契約）に転換できるルールです。 

Ⅱ 「雇止め法理」の法定化（平成24年8月10日（公布日）から施行） 

    最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。 
   一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。 

Ⅲ 不合理な労働条件の禁止（平成25年4月1日から施行） 

    有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条 
  件の相違を設けることを禁止するルールです。 

３つのルール 
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 平成20年３月1日から施行されている労働契約法は、労働契約に関する基本的なルールを規定

した法律です。労働契約法は、平成24年８月10日に一部改正され、有期労働契約についての３

つのルールが新たに規定されました。 

 有期労働契約とは、１年契約や６か月契約など期間の定めのある労働契約のことをいい、有期

労働契約で働くすべての人が、この新しいルールの対象となります。 

 

 
 



無期労働契約への転換（第18条） 

 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で５年を超えて繰り返し更新された場合は、

労働者の申込みにより、無期労働契約に転換します。 

 このルールは、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し、労働者の雇用の安定を図ることを目

的としています。 

※ 通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象です。 

→ 平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は、通算契約期間に含めません。 
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「無期転換ルール」とは（その仕組み） 

  
③無期労働契約 

５年 

 ←

締
結 

 ←

更
新 

１年 

 ←

更
新 

１年 

 ←

更
新 

１年 

 ←

更
新 

１年 

 ←
④
更
新 

１年 

 ←

②
転
換 

１年 
 

①
申
込
み 

１年 １年 ③無期労働契約 

 ←

④
更
新 

 

①
申
込
み 

 ←

②
転
換 

 通算5年を超えて契約更新した労働者が、その契
約期間中に無期転換の申込みをしなかったときは、
次の更新以降でも無期転換の申込みができます。 

 有期労働契約の締結時に、同一の使用者の下での過去の勤続（入職・離職）の
状況や「通算契約期間」について、書面により労使で十分に確認しておくことは、
無期転換の申込権の適切な行使や、後日の紛争を防止する観点からも重要です。  
 

! 



 平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約の通算契約期間が５年を超える場合、

その契約期間の初日から末日までの間に、無期転換の申込みをすることができます。 

 この申込みは、労働者の権利（無期転換申込権）であり、申込みをするかどうかは労働者の自由です。 

 

無期転換の申込みができる時期と無期転換の時期はいつ？  

 申込みは、口頭で行っても法律上は有効です。しかし、口頭での申込みは、後日、申込みをしたかどうかの争いが生じや
すいという問題があります。労働者の方は、できるだけ書面で申込みを行うことを、また、申込みを受けた事業主の方は、そ
の事実を確認するための書面を労働者に交付しておくことをお勧めします。 
 

! 

①申込み 

②転 換 
•    無期転換の申込み（①）をすると、使用者が申込みを承諾したものとみなされ、無期
労働契約（③）がその時点で成立します。無期に転換されるのは、申込み時の有期労働契
約が終了する翌日からです。 

 ①の申込みがなされると、③の無期労働契約が成立します。仮に②の時点で使用者が雇用を終了さ
せようとする場合には、無期労働契約を解約（解雇）する必要がありますが、「客観的に合理的な理
由を欠き、社会通念上相当と認められない場合」には、解雇権の濫用に該当するものとして解雇は無
効となります。 

 また、②の時点より前に、使用者が有期契約労働者との契約関係を終了させようとする場合には、
有期労働契約の期間中の解雇となるので、「やむを得ない事由」がある場合でなければ、解雇するこ
とはできません。なお、解雇については当然に労働基準法第20条の解雇予告等の規定の適用がありま
す。 
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 無期転換ルールの導入に伴い、有期雇用労働者が無期労働契約への転換前に雇止めとなる場合が増加するのではないかと

の心配があります。このため、雇用の安定がもたらす労働者の意欲や能力の向上や、企業活動に必要な人材の確保に寄与する

ことなど、無期転換がもたらすメリットについても十分に理解し、雇止めの判断に当たっては、その実際上の必要性を十分慎

重に検討した上で対応することが求められます。 

! 



無期転換後の労働条件はどうなる？ 

     無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、あらかじめ労働者に無期転

換申込権を放棄させることはできません（法の趣旨から、そのような意思表示は無効と解されます）。 

 

  無期転換した場合の労働条件については、労働者と使用者の間で認識に齟齬がないように、あらかじめよく確認し合うとともに、

無期転換前と異なる労働条件を適用する必要がある場合には、労働協約、就業規則、個々の労働契約で定めておくことが必要です。 

 特に、定年など、有期契約労働者には通常適用されない労働条件を無期転換後の労働条件として適用する必要がある場合には、あらか
じめ労働協約、就業規則、個々の労働契約によりその内容を明確化しておくようにしてください。 

③無期労働契約 

④更 新 
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       無期労働契約の労働条件（職務、勤務地、賃金、労働時間など）は、別段の

定めがない限り、直前の有期労働契約と同一となります。別段の定めをすることにより、変更

可能です。 

 無期転換後の労働条件については、労働協約、就業規則、個々の労働契約での「別段の定め」がない限り、

無期転換前と同一の労働条件が適用されます。無期転換に当たり、職務の内容などが変更されないにもかか

わらず、無期転換後の労働条件を低下させることは、無期転換を円滑に進める観点から望ましいものではあ

りません。  

 有期労働契約の更新時に、所定労働日や始業・終業時刻などの労働条件の定期的変更が行われていた場合、

無期労働契約への転換後も、それまでと同様に定期的にこれらの労働条件の変更を行うことができる旨の別

段の定めをすることは、差し支えないと解されます。 

  
! 
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参考様式 無期労働契約転換申込書・受理通知書の例 

無期労働契約転換申込書 

         殿 

  

         申 出 日 平成 年 月 日 

          申出者氏名        ㊞ 

  

 私は、現在の有期労働契約の契約期間の末日まで

に通算契約期間が５年を超えますので、労働契約法

第１８条第１項に基づき、期間の定めのない労働契

約（無期労働契約）への転換を申し込みます。 

  

無期労働契約転換申込み通知書 

         殿 

  

        受  理  日 平成 年 月 日 

          代表者職氏名        ㊞ 

  

 あなたから平成 年 月 日に提出された無期労

働契約転換申込書について受理しましたので通知し

ます。 

  



円滑な無期転換に向けて労使が取り組むべきこと 

円滑な無期転換 検 索 
★ 厚生労働省ホームページに参考となる具体的な取組事例を掲載しています。詳しくは「有期契約労働者の円滑な

無期転換のために」をご覧ください。 

現場における有期契約労働者 
の活用実態を把握しましょう 
 

 
・有期契約労働者の人数、職務内容、
月・週・日の労働時間、契約期間、更新
回数、勤続年数、無期転換申込権の発
生時期、今後の働き方 など 

 

有期契約労働者の活用方針を 
明確化し、無期転換ルールへの 
対応の方向性を検討しましょう 
 
・従来の正規雇用と役割や責任の区分の
明確化（時間外・休日労働、昇進・昇格、
配転・転勤の有無・範囲、教育訓練等） 
・基幹的業務か、補助的業務か、一時的
業務か、恒常的業務かを分類、多様な 
正社員への転換の検討 

無期転換後の労働条件をどの 
ように設定するか、検討しましょう 

 
・無期転換時に適用される就業規則の整
備（基本給・諸手当・賞与・休職制度・福
利厚生・定年制・退職金・再雇用等） 
・配置転換や時間外労働など無期転換後
に働き方に変化が生じる場合、労働トラブル
回避のための丁寧な説明、労働組合等と 
の協議 

★ 労働契約法についてはこちらをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html 
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無期転換のメリットと意義 
意欲と能力のある労働力を安定的に確保しやすくなる 長期的な人材活用戦略を立てやすくなる 

〈企業にとって〉労働力不足で採用難が続く中、会社の
実務や事情等に精通する熟練労働者を容易に獲得できる。 
 雇止めの繰り返しで発生する募集・採用・教育訓練コ
ストを削減することができる（中小企業には負担が大）。 
〈労働者にとって〉雇用の安定性に欠ける有期労働契約
から無期労働契約に転換することで、安定的かつ意欲的
に働くことができる。 

〈企業にとって〉有期労働契約から無期労働契約に転換
することで、長期的な視点に立って労働者の育成を実施
することが可能になる。 
〈労働者にとって〉長期的なキャリア形成が図られるこ
とで、さらに能力や経験を高めることができる。 



 
 ○ 60歳未満の定年禁止 
   事業主が定年を定める場合、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。 
 

 ○ 65歳までの雇用確保措置 
   定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置（高年齢者雇用 
  確保措置）を講じなければなりません。 
  ① 65歳まで定年年齢を引き上げ 
  ② 65歳までの継続雇用制度を導入 
   （労使協定により選定基準を定めた場合は、希望者全員を対象としない制度も可） 

  ③ 定年制を廃止 
 
 
 
 
  
※ 都道府県労働局長や厚生労働大臣から、繰り返し高年齢者雇用確保措置の実施に係る指導を 
 受けたにもかかわらず、何ら具体的な取組を行わない企業には、勧告書を発出し、勧告に従わ 
 ないときは、企業名の公表を行う場合があります。 
 
 

 

 下線部分は、平成25年４月から廃止（平成24年の法改正）。 
  なお、平成25年３月３１日までに労使協定を締結し、選定基準を導入していた事業主は、 
 平成３７年３月までの間、引き続きその基準を利用できる１２年間の経過措置（基準を適用 
 できる年齢を段階的に引き上げ）を規定。 
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平成２４年の改正高年齢者雇用安定法と高年齢者雇用制度 
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高年齢者雇用確保措置の状況 
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無期転換ルールと継続雇用の高年齢者に対する特例 

● 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算で５年を超えて繰り返し更新された場合、労働者の申込みにより、 

無期労働契約に転換する（労働契約法第１8条の「無期転換ルール」は、継続雇用の高齢者にも適用される。）。 

（注）通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始（更新）する有期労働契約が対象 

  
③無期労働契約 

５年 

 ←

締
結 

 ←

更
新 

１年 

 ←

更
新 

１年 

 ←

更
新 

１年 

 ←

更
新 

１年 

 ←

④
更
新 

１年 

 ←

②
転
換 

１年 

 

①
申
込
み  

● 専門的知識等を有する有期雇用労働者等の能力の維持向上及び活用を通じ、その能力の有効な発揮と、活力ある 

社会の実現を目指す観点から、平成26年11月28日、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」 

（有期雇用特別措置法）が制定・公布され、同27年4月1日から施行。 

  ●適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた事業主の下で、定年に達した後引き続いて 

 雇用される有期雇用労働者が、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しない。 

っっっっっｚ 無期労働契約 

定年 

１年 １年 １年 １年 １年 １年 ・・・・・ １年 

５年 

無期転換申込権は発生しない 
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 ① 無期転換ルールの特例の適用を希望する事業主は、特例の対象労働者に関して、能力 

  が有効に発揮されるような雇用管理に関する措置についての計画を作成。 

 ② 事業主は、作成した計画を、本社・本店を管轄する都道府県労働局に提出。   

 ③ 都道府県労働局は、事業主から申請された計画が適切であれば、認定を行う。 

 ④ 認定を受けた事業主（※）に雇用される特例の対象労働者について、無期転換ルール 

  に関する特例が適用される。 

事業主 都道府県労働局 ①計画の作成 
②提出 

③認定 

④有期労働契約の締結 

 →特例適用＋労働条件の明示 

継続雇用の

高齢者 

有期雇用特別措置法による特例の仕組みと手続 

（※）高年齢者雇

用安定法に規定す

る特殊関係事業主

（いわゆるグループ

会社）に定年後引

き続いて雇用される

場合は、 その特殊

関係事業主。 
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様式第○号 

第二種計画認定・変更申請書 

年  月  日 

○○労働局長殿 

 

 

１ 申請事業主 

名称・氏名 

                                       

                                                  

                      

代表者氏名

（法人の場合）   

 

 

印  

住所・所在地 
〒(    -     )                    電話番号    (       ) 

ＦＡＸ番号      (       ) 

 

 

２ 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容 

□高年齢者雇用推進者の選任 

□職業訓練の実施 

□作業施設・方法の改善 

□健康管理、安全衛生の配慮 

□職域の拡大 

□職業能力を評価する仕組み、資格制度、専門職制度等の整備 

□職務等の要素を重視する賃金制度の整備 

□勤務時間制度の弾力化 

 

３ その他 

□高年齢者雇用安定法第９条の高年齢者雇用確保措置を講じている。 

 □65歳以上への定年の引き上げ 

  □継続雇用制度の導入 

□希望者全員を対象 

□経過措置に基づく労使協定により継続雇用の対象者を限定する基準を利用 

（注）高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律（平成 24年法律第 78号）附則第３項

に規定する経過措置に基づく継続雇用の対象者を限定する基準がある場合 

 

 
（記入上の注意） 

１．「２ 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容」は該当する措置の内容の□にチェック

して下さい。 

２．「３ その他」は、該当する□はすべてチェックしてください。 

 

（添付書類） 

１．「２ 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置」を実施することが分かる資料（例：契約書の

雛形、就業規則等） 

２.高年齢者雇用確保措置を講じていることが分かる資料（就業規則等（経過措置に基づく継続雇用の対象者を限定する基

準を設けている場合は、当該基準を定めた労使協定書（複数事業所を有する場合は本社分のみで可。）を含む。）） 

３．変更申請の場合は、認定されている計画の写し。 

⑨ 

⑩ ハローワークに提出した「高年齢者雇用状況報告書」の写しを添付することも可能です。 
 また、従業員規模が10人未満で就業規則を作成していない場合は、高年齢者雇用確保措置制度を社内周知している 
 書類等、就業規則に準ずるものを添付することも可能です。 

⑩ 

● 社会保険労務士による事務代理の場合には、欄外余白において、必ず社会保険労務士の方の署名または記名押印を 
 行ってください。 

第二種計画（継続雇用の高齢者）の申請書・添付書類 

※社会保険労務士による事務代理の場合には、欄外余白に 
  社会保険労務士の署名または記名押印 

〔赤字は記載例〕 

申請の日付を記載 

提出先の労働局名を記載 

・ 法人の場合には法人の名称を、 
個人事業主の場合には氏名を記入 

・ 法人の場合には、代表者氏名を記入 

・ 法人の場合には本社・本店の所在地を、個人事業主の場合には住所 
（事業所の所在地と異なる場合には、事業所の所在地）を記載 

✔ 

✔ 
・ 行うこととしている雇用管理措置として該当す
るものに✔（１か所以上） 

✔ 
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様式第○号 

第二種計画認定・変更申請書 

年  月  日 

○○労働局長殿 

 

 

１ 申請事業主 

名称・氏名 

                                       

                                                  

                      

代表者氏名

（法人の場合）   

 

 

印  

住所・所在地 
〒(    -     )                    電話番号    (       ) 

ＦＡＸ番号      (       ) 

 

 

２ 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容 

□高年齢者雇用推進者の選任 

□職業訓練の実施 

□作業施設・方法の改善 

□健康管理、安全衛生の配慮 

□職域の拡大 

□職業能力を評価する仕組み、資格制度、専門職制度等の整備 

□職務等の要素を重視する賃金制度の整備 

□勤務時間制度の弾力化 

 

３ その他 

□高年齢者雇用安定法第９条の高年齢者雇用確保措置を講じている。 

 □65歳以上への定年の引き上げ 

  □継続雇用制度の導入 

□希望者全員を対象 

□経過措置に基づく労使協定により継続雇用の対象者を限定する基準を利用 

（注）高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律（平成 24年法律第 78号）附則第３項

に規定する経過措置に基づく継続雇用の対象者を限定する基準がある場合 

 

 
（記入上の注意） 

１．「２ 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容」は該当する措置の内容の□にチェック

して下さい。 

２．「３ その他」は、該当する□はすべてチェックしてください。 

 

（添付書類） 

１．「２ 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置」を実施することが分かる資料（例：契約書の

雛形、就業規則等） 

２.高年齢者雇用確保措置を講じていることが分かる資料（就業規則等（経過措置に基づく継続雇用の対象者を限定する基

準を設けている場合は、当該基準を定めた労使協定書（複数事業所を有する場合は本社分のみで可。）を含む。）） 

３．変更申請の場合は、認定されている計画の写し。 

・ ハローワークに提出した「高年齢者雇用状況報告書」の写しを添付することも可能。 
また、従業員規模が10人未満で就業規則を作成していない場合は、高年齢者雇用 
確保措置制度を社内周知している書類等、就業規則に準ずるものの添付も可能。 

✔ 

✔ 

✔ 

・ 実施している高年齢者
雇用確保措置に✔ 
 

 ・「継続雇用 
制度の導入」 
に✔を付した 
場合には、 
いずれかに✔ 

            
・ ✔を付した措置を行っていることが確認できる就業規則等を添付。 
なお、労働契約書の雛形や労働協約の代わりに、事業主の署名または記名押印が
あり、実施する措置の内容が確認できる書類等を添付することも可能。 
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継続雇用の高齢者に対する労働条件の明示 

 ● 事業主は、労働契約の締結・更新時に、継続雇用の高齢者に対して、 以下の事項を書面で明示することが必要  

 （労働基準法第15条及び特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第５条の特例を定める省令） 。 

   ● 契約期間の途中で特例の対象となる場合についても、紛争防止の観点から、明示することが望ましい。 

 

 
  
    
  

    

 

 

 

 

  

労働条件通知書 

                                                                年  月  日 

          殿 

事業場名称・所在地 

使 用 者 職 氏 名 

契約期間 期間の定めなし、期間の定めあり（  年  月  日～  年  月  日） 

※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入 

１ 契約の更新の有無 

 [自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（   ）] 

２ 契約の更新は次により判断する。 

  ・契約期間満了時の業務量   ・勤務成績、態度    ・能力 

  ・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況 

・その他（                              ） 

【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】 
無期転換申込権が発生しない期間： Ⅰ（高度専門）・Ⅱ（定年後の高齢者） 
Ⅰ 特定有期業務の開始から完了までの期間（   年  か月（上限 10年）） 
Ⅱ 定年後引き続いて雇用されている期間 

就業の場所  

従事すべき 

業務の内容 

 
 

 
 

【有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合】 
・特定有期業務（             開始日：    完了日：    ） 

始業、終業の

時刻、休憩時

間、就業時転

換((1)～(5)

のうち該当す 

るもの一つに

○を付けるこ

と。)、所定時

間外労働の有

無に関する事

項 

１ 始業・終業の時刻等 

 (1) 始業（   時   分） 終業（   時   分） 

 【以下のような制度が労働者に適用される場合】 

 (2) 変形労働時間制等；（  ）単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間の

組み合わせによる。 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

  (3) ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。 

（ただし、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀｲﾑ（始業） 時 分から  時 分、 

（終業） 時 分から  時 分、 

                     ｺｱﾀｲﾑ         時 分から  時 分） 

 (4) 事業場外みなし労働時間制；始業（ 時 分）終業（ 時 分） 

 (5) 裁量労働制；始業（ 時 分） 終業（ 時 分）を基本とし、労働者の決定に委ね

る。 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条、第 条～第 条 

２ 休憩時間（  ）分 

３ 所定時間外労働の有無（ 有 ， 無 ） 

休   日 ・定例日；毎週  曜日、国民の祝日、その他（         ） 
・非定例日；週・月当たり  日、その他（          ） 
・１年単位の変形労働時間制の場合－年間  日 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

休   暇 １ 年次有給休暇 ６か月継続勤務した場合→     日 
         継続勤務６か月以内の年次有給休暇 （有・無） 
         → か月経過で  日 
         時間単位年休（有・無） 
２ 代替休暇（有・無） 
３ その他の休暇 有給（          ） 
         無給（          ） 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

（次頁に続く） 



ご静聴、ありがとうございました。 

お問合せ先 

大阪労働局 雇用環境・均等部 指導課 
電話：０６－６９４９－６４９４ 
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